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第１１回国立市介護保険運営協議会 

平成２９年４月２１日（金） 

 

 

【林会長】 

 こんばんは。それでは定刻となりましたので、第１１回国立市介護保険運営協議会を

始めたいと思います。 

 きょうは副会長のご都合で、議事の順番を変えるところがありますが、まず最初の１、

議事録の承認についてです。前回、第１０回の運協の議事録について、何かお気づきの

点、ございましたでしょうか。 

 山路委員。 

【山路委員】 

 山路です。記述についてちょっと間違っているものですから、訂正をお願いしたいと

思うのが、１１ページのところで長寿祝金に言及した下りで、上から５行目のところで

平均年齢を上回る人たちに、何で長寿祝金を出しているのかということを言ったんです

が、上回るじゃなくて、下回ると言っているんです。だから平均寿命より低い人たち、

平均寿命は当時は男性の場合７８歳でしたが、７７歳の人たちに国立は長寿祝い金を出

していた、そんなのやめろということを財政審議会で申し上げたということですので、

これは「下回る」というふうに訂正しておいてください。 

【林会長】 

 はい。わかりました。そこを訂正ということで、ほかに何かございませんでしょうか。 

 これは平均寿命とか、平均余命とかいうことですか。 

【山路委員】 

 余命ではないですね。 

【林会長】 

 平均寿命ですか。 

【山路委員】 

 あれ、平均寿命ですよね。 

【新田委員】 

 余命となると、またずれていっちゃう。これから何年生きるかですから。 

【林会長】 

 はい、わかりました。では、「平均寿命を下回る」と訂正ということですね。 

 ほかにございませんか。ないようでしたら、議事録の承認ということで、させていた

だきたいと思います。 

 それでは次の２番目、事務局紹介ですが、これは４月１日付で人事異動があったとい

うことで、報告をいただきたいと思います。 

 課長からですか。お願いします。 

【事務局】 

 それでは平成２９年度高齢者支援課事務担当者名簿という、資料№３３として配付さ

せていただきました資料をごらんください。 

 私ども高齢者支援課の職員で、４月１日で人事異動がございました。ここに載ってい

る職員の中で１名だけですけれども、下から２番目、地域包括支援センターの主事、山

路直子が、新しく４月１日から入りまして、代わりに保健師の高橋という者が異動にな

っております。この２名が高齢者支援課から出ていく者と入ってきた者ということで、
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そのほかの変更はございません。 

 すみません、メンバーは変わっていないんですが、１名昇格がございました。介護保

健係の主任であった稲木が、主査に４月１日から昇格しております。 

【事務局】 

 稲木と申します。よろしくお願いいたします。 

【事務局】 

 高齢者支援課の異動については、以上でございます。 

 あともう１点。同じく事務局としておりました福祉総務課の課長に異動がございまし

て、まず私になりますが、４月１日付で福祉総務課長を拝命いたしました、関 知介と

申します。私が事務局に加わらせていただくということになりますので、よろしくお願

いいたします。 

【事務局】 

 ４月１日付で、政策経営部の特命担当課長を拝命いたしました山本でございます。福

祉総務課長として、推進協議会のころから皆様には大変お世話になりました。また兼任

委員の皆様におかれましては、地域の計画のほうでもお世話になるかと思いますので、

引き続きよろしくお願いいたします。 

【林会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは次の議題ですが、順番を変えまして、４の計画策定の進行についての確認事

項を先に行いたいと思います。 

 前回の運営協議会で高齢者の施策を２つ取り上げました。高齢者入浴券支給事業と寝

具乾燥消毒事業だったと思いますが、その際に皆様から施策の開始年ですとか、利用者

の実態がわかるようなデータが必要ではないか、あるいは施策の数も多いので、現在行

われている施策が実態に即してどうなのか、窓口の職員の意見も聞いてはどうか等々、

非常にたくさん意見が出ました。 

 その後、正副会長と事務局で打ち合わせをしまして、個々の私見を一つ一つ取り上げ

ていくというのではなかなか、時間も足りなくなりますので、大まかなくくりで、例え

ば安否確認という観点から見たら、今ある施策は実態に即してどうなのか、サービスの

質は落とさないで、幾つか組みかえられないか、そういった見方をして、検討を進めた

ほうがよいのではないかということになりました。 

 ただ、全部で３４の施策がありますので、それを全部運協で議論していくには、時間

も限られていることから、幾つか分担ということで、例えば地域包括ケアは５つの構成

要素がございますが、そのうち医療や生活支援の体制整備の部分については他の会議体、

例えば在宅療養推進連絡協議会や、生活支援体制整備協議体などに、意見を照会し、報

告していただいたものを、運協で検討していく。そういった整理をしたいと思います。 

 事務局から説明をしていただきます。よろしくお願いします。 

【事務局】 

 それでは、当日配付となってしまってまことに申しわけないのですが、資料№３２と

して、カラー刷りＡ３縦長の資料をごらんください。これは前回の３月１７日の運協の

ときも見ていただいた資料でございます。ちょっと変わっているところは、左端に「意

見紹介先」という項目をつけさせていただいて、介護保険運営協議会以外の在宅療養推

進連絡協議会だとか、生活支援体制整備協議体といった、他の会議体にここの部分の意

見を伺うという形で、それぞれの審議項目について議論をしていただき、意見を出して

いただくという部分を担っていただくということで、この緑色のＡ、Ｂ、Ｃと書いてあ
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ります。Ｃについては、介護保険運営協議会の中の検討部会というところでございます

けれども、それぞれの会議に議論していただくことをお願いしていくという意味で、つ

けさせていただいております。 

 それぞれの会議体につきまして、以前資料№９として配らせていただいた「国立市の

介護保険運営協議会を取り囲む会議体について」という資料を、本日いま一度、その

１ページ目ですけれど、配付させていただいております。そちらも参考にしていただけ

ればと思います。これは現状の形での介護保険運営協議会と、それ以外の会議体との関

係性を示して、その上で、この資料№９のときは事業計画上の課題を投げかけて、報告

をもらうという表記にしているんですけれども、事務局のほうでそこら辺のルールづけ

とか要望について、基本的には事業計画上の記載事項、審議事項について意見を聴取す

るという形で進めていきたいと、今現在は考えております。そのための要望等の整備に

取り組んでいるところでございます。 

 大体、課題と報告という形になっていますけれど、大まかな情報の流れとしては、こ

のようになってございます。介護保険運営協議会以外に、医療介護連携等を含めた、医

療的な側面からの地域包括ケアを考える在宅療養推進連絡協議会であるとか、あるいは

右側にございます生活支援体制整備、今現在は研究会で、今後協議体に移行していく予

定でございますけれども、日常生活をどう支援していくかといった課題の体制整備でご

ざいますので、基本的にはどういう体制をつくっていくかというところを議論していた

だいて、意見をいただくといった協議体ということで、現在活動しているところでござ

います。 

 真ん中の地域ケア会議といいますのは、今現在、正式な要項等の整備という形ではな

いんですが、高齢者支援課の地域包括支援センターを中心に据えて、個別のケース事例

等の会議の事務局として動いている会議体でございます。 

 そういったことで、それぞれの分野について整理、議論していただいて、稼働してい

る会議体がございますので、資料№３２の介護保険事業計画の中の記載事項として挙げ

られている課題や、検討すべき項目について、既存の活動して議論していただいている

会議体に意見を求めるという形で、少しでも深い見解を、事業計画に反映していきたい

ということでございます。 

 この「基本指針と計画との関連表」の記載事項のうち、左端にございます意見紹介先

のＡというのは、在宅療養推進連絡協議会ですが、項目としては在宅医療・介護連携の

推進について、認知症施策の推進についての意見を、照会するという形をとっていきた

いと考えております。 

 そしてその下、Ｂとして挙げられている会議体は、生活支援体制整備協議体というと

ころになりますが、こちらは高齢で地域でお住まいの方の日常生活にかかわる部分の支

援ということでございますので、どのように支えていくかの基盤整備についてというこ

とで、基本指針の（三）生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進のところは、こ

の生活支援体制整備協議体に意見をいただくというふうに考えております。 

 そのほかの部分につきましては、基本的には介護保険運営協議会の検討部会で集中的

に審議していただくということで、それぞれの会議体で意見集約を図っていくというふ

うに考えております。 

 また、前回の運協の議論の中で、例えば現場の実際の福祉施策事業がどのように現場

で生かされているのかといった意見を聞きたいというご意見もございました。その際、

林瑞哉委員からも、地域包括支援センターの職員であれば、そういった現場の福祉サー

ビスの導入時のアセスメント等、実際に利用する予定の方のところに行ってアセスメン
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トを行ったり、あるいはその利用状況の変更についても、訪問して調査をするといった

ところも担っていただいておりますので、地域包括支援センターの職員について、検討

部会であったり、その他の会議体で、必要なところがあれば実際に会議に参加してもら

って、現場での意見を聞き取るという形で議論に深みを持たせてもらうということを、

実際に取り組んでいきたいと考えております。 

 そういったところを統合していく中で、実際の介護保険事業計画であり、高齢者保健

福祉計画、私ども事務局のほうでは最終的なでき上がりのときに、地域包括ケア計画と

名づけられるような形にしていきたいと考えておりますけれども、そういう形である程

度の分業を行いながら、そしてその意見を聞くという段階では、個別の会議体で行った

議論についても、こちらの介護保険運営協議会の全体会で報告させていただくという形

で、それぞれの記載事項についての皆さんの意見を反映させていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

【林会長】 

 ありがとうございます。ということで、この計画策定をどう進めていくかということ

につきましては、今、課長から説明があったように整理して、この緑色のＡ、Ｂ、Ｃに

意見をこちらから照会し、報告していただき、で、この運協の中で検討するという流れ

でやっていこうということが、新しい提案と言えると思います。これについていかがで

しょうか。今の議題について何かございましたら。 

 はい、山路委員。 

【山路委員】 

 山路です。時期をいつまでやるかということを、決めたほうがいいと思います。これ

はたしかもう３年ぐらい前になろうかと思うんですが、検討部会か小委員会の中でも、

この高齢者の一般施策について、この一番右側に挙がっているものについて、それなり

に検討して、議論して、方向性もまとめた記憶があるんですね。それがまた似たような

話になるので、それを繰り返さないためにも、いつごろをめどに結論を出すということ

を、この場である程度決めておいたほうがいいのではないかと思いますが、いかがでし

ょうか。 

【林会長】 

 ここで言うところのＡ、Ｂ、Ｃ、３つのところに行って、そして報告を出していただ

く期限ということでしょうか。 

【山路委員】 

 そうですね。だから時期的なめどを一応つけておかないと、それこそまたぞろ繰り返

しになってしまうというおそれがあるので。 

【林会長】 

 はい。では事務局、よろしいでしょうか。 

【事務局】 

 今現在、その検討部会での進捗もはっきりしていない状態ですので、きょうのこの日

で、何月までにというのは難しいかと考えているんですが。例年であれば、秋口には保

険制度の必要量の集計等を始めるための、国のほうから専用ソフトの配付が始まります

ので、そのときまでに、大まかでも形をつけていきたいと考えております。夏、７月ぐ

らいまでに何とか出せればいいかとは思うんですが、その際に必ず丸、バツではっきり

つけられるかどうかというのも、ちょっと、それも検討部会での議論の中でまた見てい

きたいと思います。 

【林会長】 
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 はい、新田副会長。 

【新田委員】 

 今の話と山路委員の話と一緒になって、検討部会の報告書という形では、７月までに

まとめることは可能だと思います。ただそれが実現するかどうかという問題とまた別の

話でございまして、報告書という言い方か、どういう出し方がいいのか、またそれも検

討していただければと思うんですが。 

 私、この表はとても見やすい表だと実は思っていまして、それはなぜかと思うと、左

側の社会保障審議会介護保険部会というのできちっと出されたものと、そして今現在国

立で、前にここで絵柄をつくりました、そして従来の第４次高齢者保健福祉計画、そこ

を比較検討して、そしてこの第４次高齢者保健福祉計画というのは、福祉を切る方向で

はなくて、見直し検討するという、基本的にはその方向だろうなと。不必要なものを切

るというイメージではなくて、今あるものを新しくつくり直すということでないと、国

立は福祉をやらないのかという話になりますので、そこではないだろうかと思っていま

す。 

 それでそこの中では、例えばこれをぱっと見ただけで、施策１、２、３、４、５と、

一体何のことか、皆さん本当によくわからないことがいっぱいあるわけですが、先ほど

会長が言われたように、大きな施策として５つあって、この大きな施策というのはとて

も重要なことで、例えば下から見ると、「安心して住み続けられる住まいの整備」とい

う中に、養護老人ホームへの入所とまず最初にあります、これは一体どういうことか。

これは、１９８０年代の措置世界におけるものでございますね。措置世界で、国立市が

養護老人ホームの部屋を買ったり、いろいろ苦労したわけでございます。そういったも

のが、今どういう形に新しくなり得るんだろうか、あるいはなっているんだろうかとい

うことですよね。あるいはそこが、もうちょっと言うと、養護老人ホームは、国立は今

２つあって、それで足りるかどうかという問題も含めて、それは逆に言うと何にかわる

んだろうか。次に高齢者借上げ住宅提供事業というのがあるんですが、これは新しく

９月から始まる住宅政策、空き家対策というのが大きな住宅政策で出てくると思います。

そこでも、例えばの話をしているんですが、検討して、国立はどういう方向へ行くのか、

というような方向性になるだろうなと。 

 あと、例えばシルバーピア維持管理事業と具体的に書いてあるんですが、シルバーピ

ア維持管理事業って一体何のことなんだろうか。これも１９９０年ですか、もうちょっ

と前かもわかりません。そういった状況の中でつくられた、北のシルバーピアですよね、

そこに管理人がいて、その人材費みたいなものなんです、要は簡単にいうと。そんな言

い方していいですかね。それを、じゃあ、そのシルバーピアは今、どういう役割をして

いるのか。例えばＵＲとかほかの団地では、シルバーピアじゃないわけです。なぜそこ

にそういった管理人がいて、どうなのか。国立全域の住宅政策を考える上で、このシル

バーピア維持管理事業というのは、どう位置づけられるのか。そういう話だろうと思い

ます。それをきちっと議論して、おそらくこのことは多くの市民の問題であり、さまざ

まな方がそれに対する影響を受けている人もいるし、全く関係ないということもありま

す。そういったことをやることは、それほど難しいものではないだろうと思っていまし

て、今風に言うと。ただ、それに対して、出したものに対してもちろん反対意見もいっ

ぱいあるので、反対意見もここで報告書で出して、で、方向性をつくっていくというふ

うになるんだろうなと思いますが、いかがでしょうか。 

 例えば僕は施策５だけぱっと見て言ったんだけど、施策１、２、３、４、全部同じこ

とだと思います。 
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【林会長】 

 はい。ということで、繰り返しになるかもしれないんですが、この第４次高齢者保健

福祉計画の検討において大事なのは、この施策１、２、３、４、５、今、副会長が指摘

されたように、施策５について大事なのは、安心して住み続けられる住まいの整備が必

要だということで、これを現在国立でどうなっているかというのが、この２、８、１１、

２８、２９、３２、３３の７つの施策があるということで、これでいいのかということ

ですね。だからそれぞれの施策を、削るとか何とかではなく、やはり安心して住み続け

られる住まいの整備ということを通じて、サービスの水準というんですか、それを維持

しつつ、強弱のつけ方とか、そういう検討ができないかということだと思います。 

【新田委員】 

 すみません、ちょっと言い忘れたんですが、そこのところが、左の社会保障審議会介

護保険部会では、そこのところはもうみんな網羅されてしまったと、国もそうせざるを

得なくて、例えば地域包括という、何か使い慣れた言葉なんですけれど、そこの中に全

部右の第４次が網羅されてしまって、具体的に地域包括で政策として、福祉計画の中で

何が、予算化して残っていくんだろうと。という話だろうと、また思っています。 

【林会長】 

 はい。この点につきまして何か、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

 ないようでしたら、今、事務局から説明があった進め方で、よろしいでしょうか。時

期的には、はっきりいついつというのは言えないけれど、例えば検討会については……、

じゃあ、Ａ、Ｂも。 

【新田委員】 

 そのほうが、義務が果たせるような気もするので。 

【林会長】 

 では、このＡ、Ｂ、Ｃに振って、７月には報告をいただくということで。 

【新田委員】 

 大変な作業ですが。 

【林会長】 

 ええ。大変だと思いますが、努力したいと思います。 

 それでは戻りますが、議題の３、富士見台２丁目居場所づくり事業のヒアリング（審

査）についてであります。４月２７日に富士見台２丁目居場所づくり事業の審査を、こ

ちらの介護保険運営協議会で行います。委員の皆様には資料が送られていると思います

が、審査の概要について、事務局から説明していただきます。 

【事務局】 

 それでは富士見台２丁目居場所づくり事業ということでございますけれども、来週の

４月２７日に、介護保険運営協議会において、富士見台２丁目居場所づくり事業を担っ

ていただく団体の審査、選定を行っていただく予定でございます。 

 こちらにつきましては、以前に公募要項等を事務局から送らせていただいております

けれども、その公募要項にも載ってございますけれども、その審査の流れについて大ま

かにまとめました資料を、今回机上配付させていただいております。資料ナンバーはつ

いていないのですが、Ａ４縦長の１枚紙で、「富士見台２丁目居場所づくり事業運営事

業所選定審査について」というタイトルがついたものがございますので、そちらをまず

ごらんください。 

 こちらは本日作成させていただいた資料でございますけれども、まず１番として第

１次審査、こちらは事務局で行ってございますけれども、書類審査でございます。本日
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が応募の締め切り日でございましたけれども、応募件数は３件ございました。３つのグ

ループから申請書を出していただきました。こちらにつきましては、既に配付させてい

ただいております募集要項の中にございます、応募資格要件と、申請に関して必要な書

類というのを出していただいたということで、そちらの書類の不備等についての形式的

な審査をさせていただいております。 

 その応募いただいた３つのグループにつきまして、形式審査をさせていただきまして、

３つとも審査を通過しているということを、報告させていただきます。 

 皆様に本日、こちらの募集要項を持ってきていただくということでお願いしておりま

したけれども、もし今お手元にお持ちになっていらっしゃらない方がいらっしゃいまし

たら、挙手していただければお渡しできます。 

 書類における第１次審査としましては、形式にプラス応募資格要件等を拝見させてい

ただきまして、この応募資格要件はこちらの募集要項の、表紙をめくっていただきまし

て２ページ目の３番に、応募資格として要件を書かせていただいております。要件とし

ましては、団体として活動している、もしくは活動することを予定している方で、その

団体の構成員に複数の国立市民、かつ６５歳以上の者が含まれていること。２番目とし

まして暴力団関係の方がいらっしゃらないことということで、普通はないだろうと思っ

たんですが、一応資格に入れさせていただきました。３番目として、宗教活動及び政治

活動を行う者でないこと、また公序良俗に反する事業を行うものでないこと。４番目と

して、団体の構成員は近隣住民等と良好な関係を築くことをできる者であること。５番

目として、国立市が実施する高齢者福祉施策に積極的に協力できる者であること。そし

て６番目に、国立市との契約当事者となる能力を有していること。を、挙げさせていた

だいております。 

 こちらは、応募資格要件に反しておりません、満たしておりますという誓約書をいた

だく形で、確認させていただいております。そして必要書類の確認ということで、申請

に関する書類であるとか、活動している団体の概要であるとかを提出していただいてお

ります。 

 こちらにつきましても事務局で審査させていただき、特段問題になるところはござい

ませんでした。 

 そして企画選定に関する書類ということで、団体概要、事業計画、運営体制等を提出

していただきまして、納税証明書とかいったものも含めて確認させていただいて、問題

のあるところはございませんでしたので、その旨報告させていただきます。 

 以上が、形式審査として行わせていただいた第１次審査でございます。 

 次に第２次審査が、皆さんに来週、４月２７日に参加していただくヒアリングになり

ます。平成２９年４月２７日木曜日でございますけれども、午後７時１０分開始と考え

ております。ただ、最初の７時から７時１０分までの間、事務局から簡単な説明をさせ

ていただきたいと思っておりますので、皆様方には７時までには会場に来ていただくと

いうことで、お願いいたします。 

 そして評価項目につきましては、「審査票による」と書いてあるんですが、こちらも

募集要項と一緒に配付させていただいております。Ａ４横長の審査票というものに記載

していただくという形で、今、私が手に持っておりますけれど、この表です。丸とか三

角、バツを記載していただく表を用意させていただいておりますので、これを、３つの

グループに対して１枚ずつ、合計３枚記載していただくというふうに予定しております。 

 こちらの審査票でございますけれども、本日配付の資料には「各項目について」とい

うふうに書いているんですが、（１）団体等の概要については、これまで活動していた
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だいてる団体であれば、これまでの活動内容、それから団体等のアピールポイントを聞

かせていただくというところでございます。 

 その次、（２）事業計画・運営理念等ということで、実際に富士見台２丁目の遺贈を

受けた土地家屋を活用しての事業について、運営理念について、居場所で行う事業につ

いて、立地する地域のニーズをどのように捉えているか、地域から理解や協力を得るた

めの方策、地域の他団体等との連携・協力・協働等について、入りやすい居場所とする

ための方策。それから開設時間等について。といった項目に分けて、皆様に審査結果を

記載していただくというふうに考えております。 

 この⑤地域の他団体等との連携・協力・協働等についてというのは、以前も一度お話

しさせていただいたかと思いますけれども、一つの団体がずっとそこを使い続けるだけ

でなく、ほかの団体で有意義な活動をしていただけるところも多々あるかと思いますの

で、そういったところとそのスペースを一緒に使っていくというようなことにも、取り

組んでいただきたいという視点でございます。 

 そして（３）運営体制等についてということで、やはり一軒家ではございますけれど

も、そんなに大きくはないんですけれども、実際にそこを活用して、運用していくとな

ると、どれぐらいの従事者に従事していただけるのか、１日同じ人がひとりでずっとそ

こにいるというのも大変と思われますので、ここには勤務体制とありますけれど、実際

に運営するときの体制です。もし従事していただく方に賃金等謝礼を、有償ボランティ

アとして払っていくということであれば、そういったところについてどう考えるかとい

う部分。それから実際に運営する側にも、高齢者に参加していただきたいという思いが

私どもにもございますので、高齢者の方の活用について。それから地域のボランティア

の活用・確保方法について、事故防止への方策、この５点について審査をしていただく

ということでございます。 

 最後に（４）資金計画についてということで、実際に市からも一定程度の補助金は予

定しているところではありますけれども、例えばこちらの富士見台２丁目の物件に来て

いただいた方から、実費をいただいて、それに対して何か、事業を展開するということ

であれば、その辺の計画について出していただいて、話を聞く。というようなところを、

審査の項目に入れております。 

 では、縦長の「選定審査について」の資料に戻っていただきまして、審査の流れです。

タイムスケジュール的なものとお考えください。 

 １つの団体について、団体概要や企画提案の追加説明、これは紙の説明のほかに追加

説明をしていただくということで、１０分程度の時間を用意したいと考えております。

その次に運協の委員による質疑、それに対する応募団体からの応答ということで２０分

と考えております。審査票の記入と、次の団体への入れかえに５分ということで、考え

てございます。２団体目以降は、これを繰り返していくという予定しております。 

 審査票は、３つの団体全て終了した時点で、事務局が回収するというふうに進めてい

きたいと考えております。 

 この審査中の傍聴は、可能と考えておりますけれども、応募団体の説明者と関係者が、

ほかの団体のプレゼンテーションを見てから、後で自分たちの団体がやるというふうに

なりますと、そのほうが有利になってしまうということが考えられますので、応募団体

の説明者及び関係者は、自分の団体の審査より前の入室はしないでくださいというふう

に、案内していく予定でございます。 

 集計につきましては、団体ごとに丸、三角、バツの個数を集計し、最も多く丸を得た

団体を、介護保険運営協議会として選定するという形をとらせていただきます。 
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 審査結果につきましては、２７日にヒアリングを行っていただいて、その翌日の４月

２８日に、市長に対して決裁をとるという形で報告したいと考えております。 

 結果の通知につきましては、市長の決裁を受けた後に、各団体及び審査に参加してい

ただいた介護保険運営協議会の委員の皆様に、送付させていただきたいと考えておりま

す。 

 実際にまだ介護保険運営協議会の委員の皆さんに、富士見台２丁目の物件につきまし

て見ていただいていない方もいらっしゃると思うんですが、もしその物件を見たいとい

うことであれば、本日の運協終了後でも結構ですし、またあした土曜日でも大丈夫でご

ざいますので、きょう運協が終わった後にお申しつけいただければ、実際に物件を見て

いただく準備をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 以上のところが、来週行われる事業所の選定審査について、概略の説明でございます。 

【林会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、ご質問、ご意見を頂戴したいと思います。いかがでしょうか。 

 石田委員、どうぞ。 

【石田（啓）委員】 

 石田でございます。今回の公募について、これは１回目、皮切りと思っています。こ

れからも多分、最初の事例になるんじゃないかと思うものですから、ちょっと市民とし

ての苦言を呈させていただきたいと思います。 

 まず１つ目は、この公募がすごく公平性とか透明性というところで、問題があるんじ

ゃないかと感じました。というのは、ホームページをチェックしなければ、この公募に

たどり着けない。市報とかそういうところでの公募ではなかったので、いつもチェック

している人でないとたどり着けないというのは、何かちょっと公平ではないなと思いま

した。 

 たくさんの団体があって、国立の中ではみんな独立独歩で、いろいろな支援をしてい

るグループがあると思うんですけれども、そういうグループ同士がみんなで集まって、

共同していろいろな作業ができるというチャンスだったと思うんですけれども、あまり

に短くて、そういう方たちがみんなで集まって、いろいろなすり合わせをしたり、調整

をしたりするだけの時間が本当に、１８日間、４月４日に公募が始まって、締め切った

のがきょう、４月２１日、１８日間しかなかったというのは、とてももったいない。も

う少し時間があるような、お尻が決まっているのでしたら、前倒ししてもっと前から公

募するとか、もう少し長いことしていただきたかったなと。 

 ですから、２回目以降は、もしこういうことがあるのだったら、この公募に関しても

う少し考えていただきたいというのが、市民としての考えです。私は運協のほうから資

料をいただくまで、この公募のことを知りませんでした。ということは、市民の中では

知らない方がほとんどだと思うんです。この公募に、皆さんがどうやってたどり着いた

のかも、よくわからないなと私は思っています。 

 ここにあるように、誰でもふらっと寄れる場所というのが、何か私にはちょっと想像

がつかなくて、行こうと思って行く場所、行きたいなと思って行く場所なんじゃないか。

実は私も、田村委員と一緒に去年の暮れからいろいろ妄想を練り始めて、４月から寄り

合い所をつくりました。小さな小さなあれで、六、七人も入ればいっぱいになってしま

うようなところなんですけど、１０人の人間で３カ月かかっていろいろなことを考えな

がら、ようやく４月にスタートした。そういう段階をたどってきた者から見ると、何か、

すごく言い方は悪いかもしれないけれど、子どもをポンと産ませておいて、自分で育ち
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なさいと言われているような、半分捨てられているような無理があるんじゃないかと感

じました。 

 そういうことを、これ１回きりだったら言わないけれど、まだこれから何度もあるよ

うなことだったら、ぜひそれが市民の一つの意見だと思って、聞いていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

【林会長】 

 ありがとうございました。 

 今の点について、事務局からございますか。 

【事務局】 

 貴重なご意見をありがとうございます。いろいろな事情がありまして、短い日程にな

ってしまったというところは、本当にこちらとしてもまことに、市民の皆様には心苦し

いと感じております。一応、こちらの貸与の期間が、介護保険事業計画と合わせてとい

うことを考えて、平成３３年の３月３１日までと考えております。そこに行き着く前の

段階でも、おそらく運営の方法やどんな事業を行うかといったところは、いろいろ評価

したり、変更したり、やっていかなければいけないと考えておりますので、なるだけ多

くの方の意見であるとか情報を集められるようなやり方、運営の仕方、そしてもう一度、

平成３２年度末までということですけれども、そこに向かって再度公募をかけていくの

かどうか、というところも含めて、なるべく透明性と、多くの人に情報が行き渡るよう

なやり方というのを、考えていきたいと思います。 

 あともう一つ、市報に載せることはできなかったんですけれども、市内の掲示板等は

使わせていただいているところではございます。あと市内で活動しているＮＰＯ法人等

には、直接連絡をさせていただいたといったところはございます。 

【石田（啓）委員】 

 その辺がすごく公平性に欠けているような気が、逆にいたしました。感じですよ。 

【林会長】 

 よろしいですか。 

【石田（啓）委員】 

 はい。 

【林会長】 

 田村委員、どうぞお願いします。 

【田村委員】 

 私も石田さんと同じ意見というか、思いを持っております。先ほど行政のほうの、い

ろいろ理由がおありだったと思うんですけれども、でも市民の側からしてみれば、それ

は非常に勝手な言い分であって、言いわけであるんじゃないかなと、ちょっと私は辛辣

ですけれども、そんなふうに思いました。やっぱり市民は市報ということが一つの、行

政がいろいろやっていることを知るチャンスというか、市報だけでしか情報の収集がで

きないという方もいらっしゃるわけですから、やはり市報に出なかったということは、

市民の側からしてみたとき、自分たちの知る権利がそこで阻害されたんじゃないかとい

うふうに、私は感じています。 

 インターネットでやるということは、特に高齢者など本当にできないし、この通所型

Ｂというのは、高齢者が主に対象になるわけですけれども、高齢者でも元気な高齢者は、

この情報というのを知っている方は知っていたので、本当にいつやるんだろうと、期待

していたわけです。それが広報で出されないで、ある一部の人がネットで検索してわか

って、それがバーッと、いろいろな方たちに情報提供されたというようなことで、私も
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それで知ったということなんです。ですからそういった意味では、こういう情報提供の

あり方を本当に再検討していただきたいと思います。 

 それから審査の件についてですけれども、よろしいですか。今、説明をいただいて、

大体審査の流れはわかりました。ただ、私すごく、自分がとても不安になるのは、審査

基準が提示されていて、これに沿って丸、三角、バツをつけていただきたいということ

ですけれども、私もこういう公募の対象団体の審査というのは初めての体験ですし、審

査されたことはあるんですけれど、その裏側というのは知らなかったものですから、こ

んな丸、三角、バツで本当にいいのだろうかという疑問が、まず一つ思ったのと。 

 それから、これでいくと、かなり主観が入るんじゃないかと。そうすると何を基準に

して丸と三角とバツをつけたらいいのかというところが、私にとってはとても難しいと

思うんです。その辺を、最終的には私たちのこの票を見て、高齢者支援課のほうで選定

されるわけですけれども、丸の多いところが選定されるというような説明なんですけれ

ども、そこで私は本当にいいのだろうかと。自分の主観だけで全部判断しちゃっていい

のだろうかというような、ちょっと不安を持っておりまして、その辺をどういうふうに

考えたらいいのか、ちょっと説明していただけますか。 

【林会長】 

 はい、事務局お願いします。 

【事務局】 

 今回の居場所づくり事業を担っていただくグループということなんですけれども、民

間企業が営利活動しているような場合には、収益性等決算書であるとか、損益計算書で

あるとか、そういったもので捉えていくということは、お金に置きかえれば客観的にで

きる、ということが可能なんですけれども、今回は住民主体による支援ということで、

これ自体が何をもって成功とするのかというのは、我々でもちょっと難しいと考えてお

ります。 

 先ほど少し説明の途中で申し上げたんですが、１つの団体がこの物件を全部押さえて、

専用に使い続けるということではなくて、いろいろな団体のいろいろな活動と協働して

ほしいということを申し上げたんですけれども、一つには客観的にどこか１カ所に決め

るという主旨よりは、いろいろな団体のいろいろな活動につなげてほしいというところ

を、期待しています。そういったほかの団体との協力関係等というところを重視したい

とは考えているんですけれども、そこの部分を一つの尺度で考えるのは非常に難しいと

いうのが一つと、であるならば、事業開始後に、他団体との協働について、高齢者支援

課が所管する事業になりますので、その選定されたグループと緊密に連絡をとって、ほ

かの団体、グループが活動することについての協力について、お願いしていきたいとい

うふうには考えております。 

 じゃあ、何で選定するのかという話になるかと思うんですけれども、これも本当に

我々行政の事情になってしまうんですが、土地、建物の所有者は国立市でございますの

で、国立市が不動産を貸し付ける際に、家賃や地代を取れるのであれば、所管課の考え

方を決裁として、決定権のある人間まで決裁をとればいいということになるんですが、

不動産等の貸し付けを廉価に行うとか、あるいは無償で行うとかいった場合には、議会

の議決をとるということになります。 

 応募いただいた団体を全部合格として、３つの団体に対して貸し付けますというふう

にするのか。先ほどちらっと申し上げましたけれども、これが最後ということでなくて、

今後また３年ちょっとたった後に、もう一度公募を行うといったとき、もし１０団体出

てきたら、１０の団体に対する無償貸し付けについて、議決をとるというふうにしてい



 -12- 

く場合、議会の議論が１本にまとまらないときには貸し付け自体ができなくなるという

リスクが考えられます。それであれば、１つの団体に絞って、こういうところなので貸

し付けをしていきたいという説明のほうが、議会の承認を得やすいというふうに考えて

選定はしていかなきゃいけない。ただし、その審査の基準の中に、他団体との協働とい

う項目を盛り込んで、いろいろなグループと協力してやっていってもらうという構図が

できれば、事業自体の行き詰まりも避けられるでしょうし、いろいろな方が参加できる

ということであれば、いろいろな人が利用しやすくなるというふうにもなるのではない

かと考えて、今回、審査基準を挙げさせていただいております。 

 ただし、その事業内容自体が営利活動ではないというために、一つのかちっとした、

客観的な指標はつくりにくかったというところが、正直なところでございます。 

【林会長】 

 田村委員。 

【田村委員】 

 今の説明で、こういう理解をしてよろしいですか。例えば３つの団体が今、手を挙げ

て、その３つの団体のヒアリングを行うと。でも現実には、他団体との連携・協力・協

働のもとに、その建物の管理をしていっていただきたいということであるならば、その

団体そのものが一つの管理、管理という言い方はあれですけれど、運営とか、マネジメ

ント能力を求めているというふうに理解していいんですか。事業そのものより、そこの

建物に関してどういうふうにみんなで使うかという、まずマネジメントしてくださいと、

いろいろな団体と一緒に共同で。という感じで受けとめていいですか。 

【林会長】 

 事務局、お願いします。 

【事務局】 

 ある意味でそのマネジメント能力は、確かに求めたいというふうには考えております。

ただ事業についても、そこのグループが、魅力的な事業をやっていただけるに越したこ

とはないと考えております。なぜかと申しますと、いろいろなグループがやりたいだろ

うなという感触は、問い合わせ等が何件かあったというところで感じているんですけれ

ども、実際にそこの物件で活動をやっていただけるほかの団体が、どれだけ集まるかと

いうのも、現状では未知数でございますので、マネジメントをしていただくところも求

めてはいきたいんですが、事業自体もできるだけ魅力的なほうが、それに越したことは

ないというふうに考えております。 

【林会長】 

 ほかにいかがですか。はい、田村委員。 

【田村委員】 

 すみません。４月２７日にヒアリングをやって、審査の時間がたった５分で、丸、バ

ツ、三角をつけなきゃいけないわけですよね。その３つの団体が終わってから、その審

査票をそちらで回収して、集計は全部そちら。で、集計に関しては、丸、バツをつけた

私たちには知らされないんですね。 

【林会長】 

 事務局。 

【事務局】 

 結果通知として、そこの部分は運協委員の皆様に送付しますというふうに書かせてい

ただいておりますけれども、誰が丸をどこに何個つけたかとは書かないと思いますが、

それは出していきたいと思います。 
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【田村委員】 

 いや、それは当然なんですけれども、この審査票を見たとき、記入者名が入っていま

すでしょ。そうすると私、個人的に言えば、ここに田村という名前を書いて、こう書か

なきゃいけないわけじゃないですか。そうすると、そちら側からただ単に丸、三角、バ

ツだけを見てくれればいいけれども、「田村さんって、こんなこと考えてるんだ」とか、

「田村さん、ここバツにした」とか、そんなあれも入ってくるとなると、私はここは匿

名にしていただきたいなと思うんですね。誰々さんが、どういうふうに丸つけたのかな

なんて、後で詮索されるのも嫌だなと思いました。 

【林会長】 

 じゃ、先に関戸委員、どうぞ。 

【関戸委員】 

 非常に、むしろ審査する者として、何を審査するのがいいのかわからないというのが

実感です。この事業の目的をもっと明確にしないと、結局、この事業の目的に最もふさ

わしい事業者を選ぶというのが、抽象的な言葉ではそうなるんだと思うんですけれど、

目的がどうも、非情に抽象的で曖昧で。そうすると、ここで偶然に選定した事業者が、

果たして本当に上手にやってくれるかどうか、本当にわからない。賭けみたいな感じに

なっちゃうんですけど。そういう、実際に行われるであろう事業をちゃんと、手がける

事業者がプレゼンテーションを具体的にやってもらえるということがなければ、審査も

できないという気がします。 

 それで審査項目そのものが、一番大事なのは、どのような事業をやるのかという点な

のではないかと、私は思っているんですけれど、ここに挙がっている審査項目は、何か

それとあまり、関連があるのかどうかという感じがするので、必ずしも関連がないよう

なものを審査するというのもちょっと、非情に悩むなというところがあります。 

 そのような事業の目的に沿った、ここで強いて言うと、運営理念とか、居場所で行う

事業についてとか、それを実行する項目として、開設時間帯とか、従事者の数とか、あ

るいは事故防止の方策とか、そういうことになるのかなと思うんですけれども。そうい

う意味で、この項目の中で、一番本質的なものと、そうでないものとの区分が、なされ

るべきではないかなと。本質的なものについては、やはり１個でもバツがあったらだめ

というふうにすべきではないかと、私は思うんですけれど。 

【林会長】 

 ありがとうございます。 

 じゃ、事務局お願いします。 

【事務局】 

 すみません。ありがとうございます。この審査票ですけれども、事務局で作成させて

いただきまして、これは評価の対象項目として、応募される団体さんのほうにもお示し

しているものでございます。 

 おそらく実際に出された計画書とかを見ていただくとわかるんですけれども、きょう

お配りさせていただきますが、この審査項目に対応した形で、計画書というものは出し

ていただいていますので、これだけを見ると、ちょっと何だかという感じがあるかもし

れないんですけれども、出された書類と対応していただくと、もうちょっと具体的に見

えてくるものがあると思います。それは、こういった形で事前にお示ししているという

こともありますので、その辺の書類を見た中でご判断いただけるものと考えております。 

 それから、先ほど田村委員から署名の関係があったんですけれども、やはり委員さん

の責任を持って審査していていただくという中で、お気持ちはわかるんですが、これは
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ご記名で出していただきたいと思っております。我々事務局としては、それは事務的に

淡々と集計作業させていただきますので、それでどうのこうのということは全然ござい

ませんので、そこら辺はご安心いただければと思います。 

【林会長】 

 ほかに。石田委員。 

【石田（啓）委員】 

 私も、審査というのはすごく心の負担になっています。皆さん委員の方たちは、いろ

いろな専門のお考えを持ってここにいらっしゃると思うんですね。私だけの受け取り方

と、ああ、そうか、そういう受け取り方もあるのかと思えるような、自分の気持ちを結

論にどういうふうに持っていくかという意味で、自分だけが試験をするみたいに、丸、

バツ、三角というよりは、終わってから皆さんでもう一回、ちょっとの間でもディスカ

ッションできる時間があったら、すごく心の負担が軽くなるかなと思います。 

【林会長】 

 はい。ご意見ですね。ほかに。 

 ちょっと私からも、流れに沿って幾つかお聞きしたいんですが。応募団体の書類につ

いては、この後いただけるということなんですね。 

【事務局】 

 はい。 

【林会長】 

 それから、気になっているのが、集計と決定の関係なんですが、最も多く丸を得た団

体を選定するというふうに書いてあるんですが、これ、そのとおりということですか。

例えば同点だったらどうするんですか。すごくよくあるんですが。 

【事務局】 

 すみません、正直なところ同点を想定しておりませんでした。ただその場合、我々の

ほうで考えている丸の数の多さで同点になったとして、そのほか三角とバツの数という

のも、その場合は見ていかなきゃいけないのかなというところが一つと、それから場合

によっては運営理念や居場所で行う事業について、丸がついているかどうか、とかいう

ところも考えてもいいのかなとは考えております。 

【林会長】 

 そうだと思うんですが、その判断をいつ、誰がやるんですか。多分、先ほど関戸委員

からも言われたことと関連するんですが、項目は１０何個かあると思うんですが、ウエ

ートというのは違うと思うんですね。丸は全部丸で、何点とかつけると思うんですが、

要するに決定的に大事な項目と、ここはいろいろやり方があるだろうなと。丸でなくて

も、三角でもしようがないけど、私は丸にしたとか、三角にしたとか。そのあたりもち

ょっと気になるんですが。 

 それで、先ほど審査後のディスカッションはないのかというお話があったんですが、

それは私も、国立市役所の関係ではないですが、いろいろな学生のコンテストだとか審

査員をやることがあるんですが、それはみんな審査員が点数をつけるんですけれど、一

応終わってから審査員会議というのをやって、そうするとその審査員のディスカッショ

ンの中で、自分はちょっと誤解してたなとかいうのもあったりして。短時間で完璧にわ

かる人っていないので、やはり自分の得意分野と不得意分野があって、それで点数をつ

けちゃうんですが、その分野に詳しい審査員の意見を聞くと、これはこうだったんだと

いうことがあるんですね。 

 ということで、これを丸、バツ、三角つけて、集計して、そしてそのまま、運協の結
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果にしてしまうということについては、どうなのかというご意見もあったように思うん

ですけれど、そのあたりのプロセスですね、決定の方法なんですが、それについては。 

 それからもう一つ、最終的には市長の判断になるんですか。決裁というのは。 

【事務局】 

 はい、さようでございます。 

【林会長】 

 ということは、この運協は、市長に判断していただくための資料を提供するという役

割だということになりますか。 

【事務局】 

 はい、原則としてはそういうことになります。 

【事務局】 

 もちろんこちらでの審査を最大限尊重して、意思決定を最終的に、こちらは市の手続

上の問題なんですけれども、それは決裁という形でとらせていただくということでござ

います。 

 それから、先ほどのディスカッションの関係ですけれども、今回個々の形での審査と

いうものをお願いしています。しかしながら、今お話がございましたように、少し皆さ

んのところで考え違いがあったとか、そういった確認ということであれば、その後に一

定のお時間をとらせていただいて、しかしながら、個々の審査というのは個々人の責任

でもって、最終的に判断していただくと。その確認の場という形でならば、とれるのか

なと考えております。ちょっとお時間をいただくようにはなりますけれども。 

 それと、審査の順位が同等になったときというのは、まず丸の数となっておりますが、

同点だった場合その次の順位として、三角の数を見るという形で、２段階で考えていき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

【林会長】 

 そういうことでしか、方法はないのかなと思うんですが。 

 市長の決裁というのは、いつまでにやらないといけないという期限があるんですか。 

【事務局】 

 議会に対する無償貸与の議案を出すということを考えますと、５月の初めにはもうと

っていないと、いうふうには考えております。 

【林会長】 

 そうすると、５月の初め、このあたり連休の時期になってしまうので、４月２９日か

らお休みがあるから……。 

【事務局】 

 決裁の書類を作成して上げていくのは、すぐにということで、翌日の４月２８日には

取りかかって、最終的な市長への決裁をとるというのが、５月１日、２日でとれれば一

番いいのかなと考えております。 

【林会長】 

 少しでも市長にご判断いただくとき、審査員の丸、バツ、三角の数字プラス、何とい

うかその判断というんですか、委員の判断、いろいろ迷ったりなどしているところも含

めて、できるだけ市長の判断の参考になるような資料を提供できればと思うので、そう

考えると、やはり審査後のディスカッションですね、一定時間確保していただけると、

それはご都合によって、皆さん参加できるかどうかわからないですが、一応その時間を

確保していただいたほうがいいように思うんですが、それは可能ですか。どうですか。 

【事務局】 
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 皆様が、おそらくこれ、終了するのが９時ぐらいかと思いますので、その後でお時間

をいただけるのであれば、皆様から例えば疑問点、これはどういうことですかというよ

うなことを聞いていただくというのは、大丈夫ではないかと考えます。 

【林会長】 

 はい、では髙瀬委員、どうぞ。 

【髙瀬委員】 

 そのディスカッションで、例えば丸、バツで自分でいろいろとチェックしているわけ

ですから、そのチェックそのものに自分自身で、ディスカッションを経て疑義が出たと

き、それは修正というのは可能なんでしょうか。 

【林会長】 

 事務局。 

【事務局】 

 はい。可能と考えております。 

【林会長】 

 ほかにいかがでしょうか。田村委員。 

【田村委員】 

 今のお話と関連するんですけれども、結局審査票を出す前に、みんなでお互いにちょ

っと意見交換をするという形がとれることが前提ですよね。 

【事務局】 

 そのとおりでございます。 

【田村委員】 

 そうですよね。あと、一つ気になっているのは、２７日に審査して、それを取りまと

めて市長さんのほうには２８日に報告しますというふうに書いてありますが、これはま

だ結果報告ではなくて、大体審査はこういうふうになっていますというようなところで

の、報告なんですか。それとも、この団体に決まりましたという報告になるんですか。 

【事務局】 

 一応、ディスカッションが当日、２７日の夜ですから、それを受けて、皆さんで審査

票を記入していただいた結果を、市長に報告するというところでございます。 

【田村委員】 

 最終的な選定の判断は市長さん。 

【事務局】 

 はい。そこについては決裁の形にして、最後、市長が判こを押すところまで、で、意

思決定をしたということになります。 

【田村委員】 

 そうしますと、先ほど会長がおっしゃったように、私たちが丸、バツ、三角をつけて、

みんなとちょっと話し合いをした後、提出するときに、私たち協議会としてのコメント

みたいなもの、私たちはこういう基準で考えましたと、こういったところも加味してく

ださいというふうなコメントをつけることは十分可能ですか。私はつけたいなと思いま

すけれど。特記事項ではありませんけど。 

【林会長】 

 それは、ここに書けるようになっていますが、この欄に書くという。あるいはもう

１枚、紙を追加しても。 

【田村委員】 

 これは個人の見解ですよね。そうでなくて、せっかくみんなでそれぞれお互いの考え
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とかを、もしかして調整することができるのであれば、それは委員会としてこんなふう

に意見が出ましたという形で、出せるといいかなと思ったんですけれど、どうでしょう。 

【林会長】 

 それは、何といいますか、Ａ団体がいい、Ｂ団体がいいとかいうことではなく、こう

いう考え方で審査に当たりますみたいな、レポートを市長にさせていただくということ

は可能じゃないかと思うんですが。事務局、いかがですか。 

【事務局】 

 可能だと考えます。 

【田村委員】 

 そうしますと、市長さんもそれは一つ、選定の判断基準になりますものね。市民も入

っておりますし。国立市民ではない方もいらっしゃるかもしれないけれども、市民の考

えとかそういったものを反映させるような形でのコメントというか、あれが出せるとい

いかなと私はちょっと思ったんですけれど。 

【林会長】 

 はい。可能かどうかはまだわかりませんが、それは受けていただくということですか

ら、運協として努力することはできるということだと思います。 

 ほかに、ございますか。 

 それでは特にないようでしたら、今出た意見を踏まえて、運営をしていただきたいと

いうことで、事務局にはお願いしたいと思います。 

 それでは、その他で何かございますか。次回の説明等があるんでしょうか。はい、事

務局お願いします。 

【事務局】 

 次回の運営協議会ですが、先ほど課長から申し上げましたとおり、４月２７日に富士

見台２丁目居場所づくり事業のヒアリング、第２次審査を、運営協議会でお願いしたい

と思っておりますので、７時からということで皆様よろしくお願いいたします。会場は

きょうと同じ、第１・第２会議室となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

【林会長】 

 はい、田村委員。 

【田村委員】 

 私、前々からシニアカレッジを修了した後、どうなるかってとても気になっておりま

して。私たちは受講された方たちの、シニアカレッジがどんな内容で、どんなふうな意

見を皆さん持っていて、これからどんなことをやりたいかということを全然、聞く機会

がほとんどないんですね。個人的に何人か知っている方には、ちょこちょこ伺ったりは

していますけれども、これは私、個人的に考えていることで、それでもお知らせして、

やっちゃいけないとか、それはやってもいいんだよというようなご意見があれば、言っ

ていただいても構いませんけれども。シニアカレッジを受講された方に、ぜひ報告会を

していただきたいと、個人的にお願いしようかと思っているんです。どういった内容を

勉強して、どんなふうに皆さんお考えですかというようなこと、これからの思想、事業

をこれからやっていく中で、どんなふうにそれを生かしていきたいかというようなこと

も、一応市民委員としましてお聞きしたい。 

 というのは、ちょっと気になる、ネット上での話なんですけれども、インスタントヘ

ルパーをつくっているだけじゃないかというような、ヘルパーをインスタントに養成し

ているだけじゃないかというような、どこかほかの地域ですけれど、そんな話も出てい

るという、ちょっとネットでのやりとりの中でありまして。国立の場合、シニアカレッ



 -18- 

ジって随分いろいろな、５０時間という時間でやって、しかもヘルパー養成だけじゃな

いような内容の講座にもなっているわけですよね。それだったら、国立ではどんな方向

性で、皆さんどんなふうにそれを受けとめて、何をやりたいかということをぜひ聞きた

いなという気持ちがありまして、そんなことを今考えております。 

【林会長】 

 ありがとうございます。シニアカレッジにかかわって、その第１期というのが終わっ

たんですが、校長というのを私もさせていただいたので、関心を持っていただいて大変

ありがたいと思っています。 

 その報告等についてですが、シニアカレッジの事務局は……。 

【事務局】 

 では私のほうから。シニアカレッジの皆さんにお伺いするとともに、コーディネータ

ーの先生、林先生が校長先生を担ってくださっていましたので、そのほかにも山路先生、

新田先生、三砂先生、津田塾大学の先生ですけれど、その４人のコーディネートの先生

方にもご相談して、介護保険運営協議会の中で、そういうご意見をおっしゃった委員さ

んがいらっしゃるということをお伝えしまして、ちょっともんでいただこうかなと思い

ます。 

 今後のシニアカレッジの内容を皆さんに知っていただくことに関しては、これは大事

な観点だと私も考えております。今後、介護保険事業計画を策定する、答申をつくって

いただく皆様ですので、市の生活支援の体制をどう整備していくかということに関して

も、やはり方向性を明確にしていくようなことを議論していただきたいと考えておりま

すので、いわゆるシニアカレッジの内容についても、それは生活支援体制整備に非常に

大きく関連することですので、その生活支援体制整備の中で検討されていることをぜひ

シニアカレッジにも、事務局を通してご報告するということも、ご用意させていただき

たいというふうにも考えていきたいと思います。 

【林会長】 

 はい、山路委員。 

【山路委員】 

 田村さんが言われるのは、誰に対して、市民というのもいろいろ広うございますから、

どなたの市民に、どういう形で説明会というか、報告会をしたほうがいいというイメー

ジなんですか。 

【田村委員】 

 そのシニアカレッジのあれに、とても関心を持っている方たちも何人かおりまして、

それから高齢者の支援をやっているような団体もありますし、新総合事業そのものがど

ういうものであるかということが、この間の建物の説明会に行ったときも、そういうも

のがないままに、皆さん来ていらした方も結構いまして、新総合事業そのものがよく理

解されていないという部分もありますから、私はできたら広報か何かで出してもらえる

と、一番うれしいかなと思うんですけれども。 

 とりあえず、私が今一緒にやっている仲間で、シニアカレッジに関心を持っている仲

間たちに、これからもしかしたらそういう人たちも、シニアカレッジを受講して勉強し

たいという方もいると思いますので、そういう人たち向けにとりあえずやってみたいと

考えています。 

【林会長】 

 はい、事務局。 

【事務局】 
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 まだまだ、全然決まっている内容ではないんですけれども、昨年度を通して、生活支

援の体制整備を考えるに当たって、会議体だけではなくて、市民の方向けのシンポジウ

ムを一度企画しまして、芸小ホールでさせていただいたのと、ワールドカフェを、市民

の方に足運んでいただいてやったという経緯があります。それは昨年度だけで終わるの

ではなくて、広く市民の方に、今後の市内の生活支援体制がどのような姿で進んでいく

のがいいのか、やはり考えていただきたいと思いますし、ご意見もいただきたいと思い

ますので、それは今年度どこかで、また事務局のほうでも検討して、生活支援体制整備

は生活支援体制整備で協議体をつくっていく想定ですので、その中でももんで、そうい

う機会を皆様に提供できるような、それは周知できるようなことを一つ入れて、考えて

いきたいと思っています。 

【林会長】 

 はい、石田委員、どうぞ。 

【石田（啓）委員】 

 シニアカレッジで、今回の通所型サービスについて、たくさんお勉強なさっている方

ができているわけですよね。ですからそういう方たちが、今回選ばれた団体とディスカ

ッションするような場、そういうのをコーディネートしていただけたら、より生きてく

るんじゃないかなと感じました。 

【林会長】 

 はい。事務局お願いします。 

【事務局】 

 今回の富士見台２丁目の場において、そういった生活支援体制の中身を、どうコーデ

ィネートしていくのかということが大きい課題になりますが、そのときにシニアカレッ

ジの卒業生にも、ぜひそこに参画をして、団体の方と一緒にお話ししながらやっていく

ようなことを、行政としてもつくっていけるように、少し働きかけていきたいとは考え

ております。その内容が応募資格の中にも幾つか、盛り込んでございます。例えば募集

要項の２ページ目ですけれども、３の応募資格の（５）国立市が実施する高齢者福祉施

策に積極的に協力できる者であること、団体さんのほうでこれをきちんと認識していた

だくとともに、その場の活用について、シニアカレッジを終了した方々にその知識を具

体的に地域でどう生かしていくのかというような、そういったやりとりができれば、と

いうふうに考えてございます。 

【林会長】 

 よろしいでしょうか。 

 ほかに何かございますか。事務局お願いします。 

【事務局】 

 本日、先ほど課長から説明しましたように、２７日の第２次審査をお願いするわけで

すけれども、それに向けての資料配付をさせていただきます。３団体応募がございまし

たので、それぞれの募集要項で求めた資料のうち、皆様方に実際に読んでいただきたい

ものがございます。というので、当日はこれを持ってきていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。それで、最後は回収させていただきます。 

 こちらには代表者の方の個人情報、氏名、住所、連絡先が載っています。それぞれの

名簿につきましては個人の部分は除いてありますけれども、ですので、代表者の方は皆

様に事前にお知らせする形になりますので、取り扱いには十分にご留意いただきたいと

いうことを、重ねて申し上げたいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

 お１人ずつお渡ししますので、よろしくお願いいたします。 
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【林会長】 

 わかりました。ということですので、よろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

 では、きょうの会議を終わりたいと思います。お疲れさまでした。 

 

―終了―（ 20：40 ） 

 


